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地域に住む人々が自主的かつ主体的に活動をしている住民自治組織です。

自治会・町内会は、地域住民の皆さんにとって一番身近な地域団体として、地域の

防災や防犯、環境美化等、個人や家庭だけでは解決することが難しい課題を解決し、

より住みやすいまちを作り上げるために活動しています。

自治会・町内会ってなに？

加入するメリットは？

災害時に
助け合える

顔の見える関係性にな

ることで、災害などの

非常時には住民同士で

の助け合い(共助)が多

くの命を守ります。

情報が入り
やすくなる

自治会・町内会が発信

する情報等が回覧板を

通じて得られるので、

身近で重要な情報が入

手しやすくなります。

身近な頼れる
相手ができる

様々な活動を通じてコミュ

ニケーションを深めること

で、地域全体が協力者とな

り、高齢者や子供の見守り

にもつながります。

自治会・町内会の気になること！

自治会費は何に
使われているの？

多くの自治会・町内会が徴収してい

る会費は、まちづくりの基礎となる

自治会活動に使われています。

（例）清掃活動や祭りの実施、

役員への報酬、公民館の修繕、

福寿会や子供会への補助 等

役員になると
大変じゃない？

自治会・町内会の役員は、加入者

が順番に担っている地区が多くあ

ります。役員の仕事については、

自治会・町内会も見直しをしてい

く必要があり、団体の存続のため

にも、市も協力していきます。

住みよいまちは、そこで生活している人同士がお互いに信

頼し合える関係性があって初めて実現します。

未来の子供たちに住みやすいまちを残すためにも、一緒に

活動し、暮らしの質を高めていきませんか。
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弥富市役所 市民生活部 市民協働課 市民協働グループ
〒498-8501
弥富市前ケ須町南本田335番地 弥富市役所本庁舎 ４階 ２番窓口
T E L ：0567-65-1111
F A X ：0567-67-4011
メール：kyodo@city.yatomi.lg.jp

弥富市内に６協議会あり、学区(地区)ごとの自治会等(地域)で構成されています。

市民の意見を行政に反映させるため、市と連携を取り、行政全般にわたる情報を

市民に伝え、地域と行政の協働のまちづくりのために活動しています。

コミュニティ推進協議会について

そのお悩みごと、自治会等に入れば解決できます！

ごみはどこに捨てれば
いいのかな？

どこのごみ集積所に誰が捨てる

のかは、地域の役員さんが把握し

ていますので、聞いてみましょう。

ごみ集積所は、使用する人たち

で管理をする必要があり、清掃や

修繕等は自治会等で行っているこ

とが多いです。

夜に明かりがなくて暗い
道があるけどどうしよう

近所の方たちと仲良くな
れる機会はないかな？

地域での困りごとは誰に
相談すればいいの？

防犯灯の設置や防犯カメラの設

置補助を、地域の役員さんから市

へ申請することができます。

安全で安心なまちづくりのため、

まずは地域の役員さんへ相談して

みましょう。

多くの自治会では、スポーツ大

会や祭り、清掃活動、防災訓練等

のイベントを実施しています。

地域行事に参加することで、家

族での思い出作りにつながるだけ

でなく、地域内での親睦が深まり、

身近に頼れる相手ができます。

地域の困りごとがあれば、地域

の役員さんに相談してみましょう。

個人でなく自治会等を通じて行

政に相談することで、地域全体の

問題とすることができ、行政もよ

り早く、スムーズに対応できます。


